
掲載内容の詳細は、お問い合わせいただくか、市ホームページをご覧ください。費用の記載のないものは、原則、無料です。

d
b
１
月
２６
日
（
金
）
午
後
７
時

～
９
時
＝
東
小
金
井
駅
開
設
記
念

会
館
・
マ
ロ
ン
ホ
ー
ル
、２７
日（
土
）

午
後
２
時
～
４
時
＝
市
役
所
本
庁

舎
３
階
第
一
会
議
室
※
両
日
と
も

同
内
容

e
▽
保
育
有
り
（
１
歳
以
上
。
１

月
２２
日
ま
で
に
要
事
前
申
込
）
▽

手
話
通
訳
有
り

m
当
日
直
接
会
場
へ

i
議
会
事
務
局
庶
務
調
査
係
（
☎

０４２

−

３８７

−

９
９
４
７
）

第
２
次
自
殺
対
策
計
画

策
定
の
た
め
の
こ
こ
ろ
の

健
康
に
関
す
る
ア
ン
ケ
ー
ト

調
査
報
告
書

　

市
で
は
同
計
画
策
定
の
た
め
、

ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
を
実
施
し
ま
し

た
。
こ
の
た
び
、
調
査
結
果
が
ま

と
ま
り
ま
し
た
の
で
お
知
ら
せ
し

ま
す
。

■
閲
覧
場
所
等
健
康
課
、
情
報
公

開
コ
ー
ナ
ー
（
市
役
所
第
二
庁
舎

６
階
）、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

i
健
康
課
健
康
係
（
☎
０４２

−

３２１

−

１
２
４
０
）

宝
く
じ
の
助
成
金
で

各
種
用
品
を
配
備

　

宝
く
じ
の
社
会
貢
献
広
報
事
業

と
し
て
、（
一
財
）
自
治
総
合
セ

ン
タ
ー
が
宝
く
じ
の
受
託
事
業
収

入
を
財
源
と
し
て
実
施
し
て
い
る

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
助
成
事
業
を
活
用

し
、次
の
用
品
を
配
備
し
ま
し
た
。

▽
桜
町
防
災
会
の
簡
易
無
線
機
・

投
光
器
・
発
電
機
・
テ
ン
ト
な
ど

i
地
域
安
全
課
防
災
消
防
係
（
☎

０４２

−

３８７

−

９
８
０
７
）

は
け
の
森
美
術
館

展
示
替
え
等
に
よ
る
臨
時
休
館

■
期
間
１
月
２９
日
（
月
）
～
３
月

２３
日
（
土
）

i
は
け
の
森
美
術
館
（
☎
０４２

−

３８４

−

９
８
０
０
＝
午
前
１０
時
～
午
後

５
時
）

お
知
ら
せ

in
fo
rm
a
tio
n

パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト
募
集

【�

第
２
次
自
殺
対
策
計
画（
案
）】

■
公
開
・
募
集
期
間
１
月
１５
日

（
月
）
～
２
月
１４
日
（
水
）

■
提
出
方
法
募
集
期
間
内
に
、
住

所
・
氏
名
・
意
見
を
明
記
し
、
直

接
、
郵
送
（
必
着
）、
フ
ァ
ク
ス

ま
た
は
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
健

康
課
健
康
係
（
〒
１８４

−

０
０
１
５

貫
井
北
町
５

−

１８

−

１８
☎
０４２

−

３２１

−

１
２
４
０
f
０４２

−

３２１

−

６
４
２

３
）
へ

【�

市
立
公
園
条
例
施
行
規
則
の
一

部
を
改
正
す
る
規
則
（
案
）】

■
公
開
・
募
集
期
間
１
月
１６
日

（
火
）
～
２
月
１５
日
（
木
）

■
提
出
方
法
募
集
期
間
内
に
、
住

所
・
氏
名
・
年
代
・
意
見
を
明
記

し
、
直
接
、
郵
送
（
消
印
有
効
）、

フ
ァ
ク
ス
ま
た
は
市
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
か
ら
環
境
政
策
課
緑
と
公
園
係

（
〒
１８４

−

８
５
０
４
住
所
不
要
・

市
役
所
第
二
庁
舎
４
階
☎
０４２

−

３８７

−

９
８
６
０
f
０４２

−

３８３

−

６
５
７

７
）
へ

【�

第
三
期
国
民
健
康
保
険
デ
ー
タ

ヘ
ル
ス
計
画（
素
案
）お
よ
び
第

四
期
国
民
健
康
保
険
特
定
健
康

診
査
等
実
施
計
画
（
素
案
）】

■
公
開
・
募
集
期
間
１
月
１８
日

（
木
）
～
２
月
１７
日
（
土
）

■
提
出
方
法
募
集
期
間
内
に
、
住

所
・
氏
名
・
年
齢
・
意
見
を
明
記

し
、
直
接
、
郵
送
（
消
印
有
効
）、

フ
ァ
ク
ス
ま
た
は
Ｅ
メ
ー
ル
で
保

険
年
金
課
国
民
健
康
保
険
係
（
〒

１８４
−

８
５
０
４
住
所
不
要
・
市
役

所
第
二
庁
舎
２
階
☎
０４２

−

３８７

−

９

８
３
３
f
０４２

−

３８４

−

２
５
２
４

as0
3
0
4
9
9
@
k
o
g
a
n
e
i-sh

i.

jp

）
へ―

―
◇
共
通
◇
―
―

t
市
内
在
住
・
在
勤
・
在
学
の
方
、

市
内
に
事
務
所
や
事
業
所
を
有
す

る
法
人
ま
た
は
そ
の
他
の
団
体

■
公
開
場
所
等
提
出
先
窓
口
、
市

役
所
第
二
庁
舎
１
階
受
付
、
情
報

公
開
コ
ー
ナ
ー
（
同
６
階
）、
主

な
市
内
公
共
施
設
、
市
ホ
ー
ム
ペ

ー
ジ

■
検
討
結
果
の
公
表
等
３
月
（
予

定
）
※
検
討
結
果
と
意
見
内
容
を

公
表
し
ま
す
。
意
見
へ
の
個
別
の

回
答
は
行
い
ま
せ
ん

無
作
為
抽
出
に
よ
る
ス
ポ
ー

ツ
推
進
審
議
会
委
員
募
集

　

多
様
な
市
民
の
皆
さ
ん
に
参
加

い
た
だ
く
た
め
に
、
小
論
文
に
よ

る
選
考
に
加
え
、
無
作
為
に
抽
出

し
た
市
民
の
方
の
中
か
ら
公
募
委

員
を
１
人
選
出
し
ま
す
。

t
市
内
在
住
の
令
和
５
年
１２
月
１

日
現
在
１８
歳
～
３９
歳
で
、
住
民
基

本
台
帳
か
ら
無
作
為
に
抽
出
し
た

３０
人

m
１
月
中
旬
に
送
付
す
る
応
募
用

紙
に
記
載
の
二
次
元
バ
ー
コ
ー
ド

か
ら

i
生
涯
学
習
課
ス
ポ
ー
ツ
振
興
係

（
☎
０４２

−

３８６

−

２
４
６
２
）

市
立
公
園
等
・
環
境
楽
習
館
の

指
定
管
理
者
制
度
開
始

市
民
説
明
会

　

令
和
６
年
度
よ
り
、
す
べ
て
の

市
立
公
園
と
環
境
楽
習
館
を
一
括

で
指
定
管
理
者
に
よ
る
管
理
運
営

を
開
始
す
る
に
当
た
り
、
説
明
会

を
実
施
し
ま
す
。

d
２
月
４
日
（
日
）
午
前
１０
時
３０

分
～
正
午

b
市
民
会
館
・
萌
え
木
ホ
ー
ル（
商

工
会
館
３
階
）、
オ
ン
ラ
イ
ン

s
３０
人
程
度
（
申
込
順
）

e
２
月
１９
日
（
月
）
ま
で
、
申
込

フ
ォ
ー
ム
か
ら
意
見
等
を
入
力
す

る
こ
と
が
で
き
ま
す

m
１
月
１５
日
か
ら
、
電
話
ま
た
は

同
フ
ォ
ー
ム
で

i
環
境
政
策
課
緑
と
公
園
係
（
☎

０４２

−

３８７

−

９
８
６
０
）

申込フォーム

医
療
費
の
お
知
ら
せ
の
送
付

　

国
民
健
康
保
険
被
保
険
者
の
診

療
年
月
や
医
療
費
の
総
額
等
を
記

載
し
た
お
知
ら
せ
を
年
２
回
送
付

し
て
い
ま
す
。
令
和
５
年
７
月
～

１０
月
受
診
分
に
つ
い
て
は
、
２
月

中
旬
に
発
送
予
定
で
す
。

　

原
則
、
世
帯
主
あ
て
に
送
付
し

ま
す
の
で
、
送
付
を
希
望
さ
れ
な

い
場
合
は
、
２
月
２
日
（
金
）
ま

で
に
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

i
保
険
年
金
課
国
民
健
康
保
険
係

（
☎
０４２

−

３８７

−

９
８
３
３
）

議
会
報
告
会

　

市
議
会
の
報
告
と
４
つ
の
テ
ー

マ
（
ま
ち
づ
く
り
、福
祉
・
教
育
、

庁
舎
等
建
設
、
環
境
問
題
）
に
つ

い
て
の
意
見
交
換
を
行
い
ま
す
。

◆◆各種審議会等の開催日程◆◆
名　称 と　き ところ 内　容 問合先

居住支援協議
会

１月１６日（火）
１０：００～

市役所本庁舎３階
第一会議室

住宅確保要配慮者の居住
支援について

まちづくり推進課住宅係
（☎０４２−３８７−９８６１）

公立保育園運
営協議会

１月２０日（土）
１５：３０～

市役所第二庁舎８
階８０１会議室

公立保育園の現状確認と
保護者が求める事業につ
いて

保育課保育係
（☎０４２−３８７−９８４６）

いじめ問題対
策委員会

１月２２日（月）
１４：００～

市役所第二庁舎８
階８０１会議室

いじめの防止等のための
対策の推進等について

指導室指導係
（☎０４２−３８７−９８７７）

介護保険運営
協議会

１月２４日（水）
１４：００～

市役所本庁舎３階
第一会議室 事業計画について　ほか 介護福祉課介護保険係

（☎０４２−３８７−９８２２）

市民健康づく
り審議会

１月２４日（水）
１９：００～ 保健センター 健康増進計画について 健康課健康係

（☎０４２−３２１−１２４０）

地下水保全会
議

１月２６日（金）
９：３０～

市民会館・萌え木
ホール（商工会館
３階）Ａ会議室

地下水および湧水の保全
・利用について　ほか

環境政策課環境係
（☎０４２−３８７−９８１７）

地域福祉推進
委員会

１月２６日（金）
１４：００～

市役所第二庁舎８
階８０１会議室

パブリックコメントの実
施結果について　ほか

地域福祉課地域福祉係
（☎０４２−３８７−９９１５）

国民保護協議
会

１月３１日（水）
１０：００～

市役所本庁舎３階
第一会議室

国民保護計画の変更につ
いて　ほか

地域安全課地域安全係
（☎０４２−３８７−９８０６）

児童発達支援
センター運営
協議会

２月１日（木）
１０：００～

市役所本庁舎３階
第一会議室

児童発達支援センター
「きらり」の業務内容等
について

自立生活支援課障害福祉
係（☎０４２−３８７−９８４８）

食育推進会議 ２月７日（水）
１４：００～ 保健センター 食育推進計画について　

ほか
健康課健康係
（☎０４２−３２１−１２４０）

※傍聴については事前にお問い合わせください

　市の下水道事業会計（令和元年度までは、下水道事業特別
会計）が毎年納付している消費税および地方消費税（以下、
「消費税等」という）について、納付税額が不足しているこ
とが判明したため、修正申告を行うとともに不足税額を納付
しました。
　この度は、市民の皆さんにご迷惑をおかけしたことをお詫
び申し上げます。
■経緯都水道局へ委託している下水道使用料徴収事務に係る
委託料を、消費税等を含むものとして支出していましたが、
令和５年１０月からインボイス制度が開始され、１１月に都から
送付された納入通知書兼納付書に消費税区分が「不課税」と
記載されていたことにより、武蔵野税務署に照会したとこ
ろ、当該委託料に係る消費税を本来計上できない仕入税額控
除に計上していたため、消費税等の修正申告と不足税額を追
加納付する必要があることが判明しました
■追加納付した年度および金額修正申告は平成３０年度から令
和４年度までの５年間分を行い、追加納付額として６千７８５
万８千９００円を納付しました。延滞税については、金額が確
定次第、予算措置する予定です
■再発防止の取り組み職員の消費税等に関する理解を深め、
税務に精通した専門家によるチェック体制を強化してまいり
ます
i下水道課業務設備係（☎０４２−３８７−９８２８）

下水道事業における
消費税および地方消費税の修正申告

市役所の開庁時間は、原則平日午前８時 30 分～午後５時です。（正午～午後１時除く） 市役所代表 ☎ 0 4 2 − 3 8 3 − 1 1 1 1 6・1・15 2


